
「
御
代
田
町
U
I
J
タ
ー
ン
就

業
・
創
業
移
住
支
援
金
事
業
補

助
金
」の「
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ

ト
関
係
の
就
職
」要
件
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
補
助
金
の
申
請
に
は
、
他
に
も

必
要
な
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
金
に
つ
い
て
、
詳
し
く

は
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

そ
の
他（
各
種
要
件
、申
請
方
法
等
）

　
対
象
法
人
等
の
要
件
や
、
求
人

の
要
件
、
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細

は
長
野
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

ぜ
ひ
求
人
の
掲

載
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
32
）3
1
1
3

放
送
大
学 

入
学
生
募
集

　

放
送
大
学
で
は
、
2
0
2
5

年
10
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
心
理
学
、
福
祉
、
経
済
、
歴

史
、
文
学
、
情
報
、
自
然
科
学
等
、

3
0
0
以
上
の
授
業
科
目
が
あ

り
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

町
内
の
事
業
者
の
方
へ

長
野
県
の
移
住
支
援
金
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に

求
人
を
掲
載
す
る
企
業
等
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
東
京
圏（
埼
玉
、
千

葉
県
、
東
京
都
お
よ
び
神
奈
川

県
）、
愛
知
県
ま
た
は
大
阪
府
か

ら
県
内
に
移
住
し
、
県
が
開
設
・

運
営
す
る
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
に

掲
載
す
る
求
人
に
応
募
し
て
採
用

さ
れ
た
方
に
、
移
住
支
援
金
を
支

給
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
、
こ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ

イ
ト
に
求
人
情
報
を
掲
載
す
る
企

業
等
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

求
人
掲
載
メ
リ
ッ
ト

◎
掲
載
料
無
料

◎
民
間
求
人
サ
イ
ト
と
連
携
し
、

広
く
情
報
発
信
を
し
て
い
る
た

め
、
御
代
田
町
へ
の
移
住
を
検

討
し
て
い
る
都
市
部
人
材
の
採

用
に
結
び
付
け
ら
れ
ま
す
。

移
住
者
の
方
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

◎
当
サ
イ
ト
掲
載
企
業
へ
就
職
す

る
こ
と
で
、
町
が
実
施
す
る

で
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
出
願
期
間
は
、
第
１
回
は
８
月

29
日（
金
）ま
で
、
第
２
回
は
９

月
11
日（
木
）ま
で
で
す
。

資
料
請
求
先

　
放
送
大
学
長
野
学
習
セ
ン
タ
ー

　
０
２
６
６（
58
）２
３
３
２

提
出
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係（
31
）２
５
１
２

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の

更
新
申
請
は
7
月
10
日（
木
）ま
で

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

７
月
下
旬
に
送
付

  

介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
、
原
則
と
し

て
利
用
料
の
１
～
３
割
を
支
払
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
利
用
者
負
担
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た

「
負
担
割
合
証
」は
毎
年
８
月
１
日
に
更
新
と
な

る
た
め
、
新
し
い「
負
担
割
合
証
」を
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。

　
課
税
状
況
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、
施
設
入

所
時
の
居
住
費
・
食
費
の
負
担
軽
減
が
適
用
と
な
る「
負

担
限
度
額
認
定
証
」を
申
請
に
よ
り
取
得
で
き
ま
す
。

　
す
で
に
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
毎
年

更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
現
在
対
象
と
な
っ
て
い
る

方
に
は
６
月
下
旬
に
更
新
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す
。
７

月
10
日（
木
）ま
で
に
必
要
書
類
と
併
せ
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
者

　

次
の
①
・
②
両
方
を
満
た

す
方

①
世
帯
全
員
が
非
課
税
の
方

②
預
貯
金
等（
※
）の
金
額
が

基
準
額
以
下
の
方

（
※
）「
預
貯
金
等
」と
は
預
貯

金
、
信
託
、
有
価
証
券
、

現
金（
タ
ン
ス
貯
金
）な

ど
で
す
。

◎
世
帯
が
別
で
も
、
住
民
税

を
課
税
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
が
い
る
場
合
に
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※公的年金等収入金額（非課税年金を含む）+その他の合計所得金額

年金収入等※ 預貯金等の基準額
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円

80.9万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円
80.9万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円
120万円超 単身500万円、夫婦1,550万円

●自己負担割合を確認してみましょう!

スタート
65歳以上の人

本人が
住民税を

課税されている

本人の
合計所得金額が
160万円以上

本人の
合計所得金額が
220万円以上

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯 340万円以上
2人以上世帯 合計463万円以上

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯 280万円以上
2人以上世帯 合計346万円以上

はい

いいえ

いいえ
いいえ いいえ

いいえはい

はい

はい
は
い

3割負担

2割負担

1割負担

健
診
費
用
は
無
料
！

75
歳
以
上
の
歯
科
口
腔
健
診
を
実
施
中

８
月
４
日（
月
）〜
８
月
18
日（
月
）ま
で
住
民
票
等
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
停
止
と
な
り
ま
す

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
高
齢
者
の
健
康
づ
く

り
事
業
と
し
て
歯
科
口
腔
健
診
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

⑴
昭
和
24
年
４
月
１
日
～
昭
和
25

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

⑵
昭
和
20
年
４
月
１
日
～
昭
和
24

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方
の
う

ち
、
直
近
で
生
活
習
慣
病
に
係

る
受
診
を
さ
れ
た
経
歴
が
あ
り
、

か
つ
、
令
和
６
年
度
に
歯
科
医

療
の
受
診
が
な
か
っ
た
方

⑶
昭
和
19
年
４
月
１
日
～
昭
和
20

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

※
６
月
下
旬
に
対
象
者
に
対
し
、

案
内
通
知
と
受
診
券
を
送
付
し

て
い
ま
す
。

健
診
期
間　
７
月
１
日（
火
）

～
12
月
30
日（
火
）　

健
診
費
用　
無
料

　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
等
の

国
が
進
め
て
い
る
地
方
公
共
団
体

の
基
幹
系
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準

化
移
行
に
対
応
す
る
た
め
、
期
間

中
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ

る
住
民
票
等
証
明
発
行
お
よ
び
戸

籍
の
利
用
登
録
申
請
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

役
所
で
平
日
開
庁
時
間
内
窓
口
交

※
健
診
に
よ
り
治
療
が
必
要
な
場

合
は
、
そ
の
治
療
費
は
本
人
負

担
と
な
り
ま
す
。

対
象
医
療
機
関

　
県
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医

院（
一
部
病
院
を
除
く
）

※
対
象
医
療
機
関
の
確
認
は
、
お

電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

予
約
方
法

　
対
象
医
療
機
関
へ
直
接
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

受
診
時
に
必
要
な
も
の

・
受
診
券

・
被
保
険
者
証

も
し
く
は
資
格
確
認
書

・
お
薬
手
帳（
無
い
場
合
は
不
要
）

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
保
健
事
業
室

０
２
６（
２
２
９
）５
３
２
０

付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

役
場
時
間
外
は
対
応
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
印
鑑
証
明
の
交
付
に
は
、

印
鑑
手
帳
が
必
要
で
す
。
そ
の
他

の
証
明
発
行
に
は
、
官
公
署
が
発

行
す
る
身
分
証
明
を
提
示
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

ご
理
解
の
ほ
ど
お
願
い
し
ま
す
。

申
込
締
め
切
り　
８
月
20
日（
水
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

　
申
込
案
内
、
出
品
票
を
用
意
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
役
場
１
階
７

番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会
】

日
程　
９
月
27
日（
土
）

場
所　
大
町
市
、
池
田
町
の
各
運

動
競
技
施
設（
種
目
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
）　

参
加
資
格

　
長
野
県
在
住
の
60
歳
以
上
の
方

（
昭
和
41
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
）

　
な
お
、
競
技
種
目
に
よ
っ
て
参

加
条
件
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り・社
会
参
加
を
応
援
し
ま
す
！

２
０
２
5
信
州
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
開
催

　
信
州
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
は
、
高

齢
者
の
皆
さ
ま
の
創
作
活
動
や
ス

ポ
ー
ツ
を
通
し
て
生
き
が
い
・
健

康
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
促
進
し
、

明
る
く
活
力
あ
る
長
寿
社
会
づ
く

り
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
開

催
さ
れ
ま
す
。

【
シ
ニ
ア
作
品
展
】

日
程

　
11
月
７
日（
金
）～
８
日（
土
）

場
所

　
木
曽
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

出
品
者
資
格

　

長
野
県
在
住
の
60
歳
以
上（
昭

和
41
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
）で
ア
マ
チ
ュ
ア
の
方

部
門

　
日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻
、
手
工

芸
、
書
、
写
真（
６
部
門
）

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
住

所
・
氏
名
・
自
己
負
担
割
合
な
ど

の
記
載
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

※
今
年
度
の
更
新
で
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
全
員
に
、
新
し
い

資
格
確
認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
皆
さ
ま（
75
歳
以

上
の
方
と
、
65
歳
以
上
で
一
定
の

障
害
が
あ
り
申
請
さ
れ
た
方
）に

資
格
確
認
書
を
郵
送
し
ま
す
。

郵
送
時
期　
７
月
下
旬

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

　
従
来
の
保
険
証
に
替
わ
る
書
類

と
し
て
、
資
格
確
認
書
が
発
行
さ

れ
ま
す
。
新
し
い
資
格
確
認
書
が

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
、

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新

競
技
種
目　

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、
ソ

フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
ペ
タ
ン
ク
、

ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
、
弓
道
、
テ
ニ

ス
、
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ（
９
種
目
）

参
加
費　
一
人
５
０
０
円

申
込
締
め
切
り　
７
月
25
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

２
０
２
５
信
州
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

実
行
委
員
会
事
務
局

０
２
６（
２
２
６
）３
７
４
１

　

役
場
１
階
７
番
窓
口
に
も
申

込
書
な
ど
資
料
を
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://nicesenior.or.jp

）

か
ら
競
技
要
綱
や
申
込
書
が
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
減
額
認
定
証
）

　
従
来
の
認
定
証
は
発
行
さ
れ
ず
、

新
し
い
資
格
確
認
書
に
限
度
区
分

（
所
得
区
分
）が
併
記
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

資
格
確
認
書
イ
メ
ー
ジ
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